
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年９月号② 

大聖寺実業高校 保健室 

教室掲示用 

新型コロナウイルス感染症に罹患した場合は 

罹患届の提出が必要になります！ 

５月８日から新型コロナウイルス感染症が５類の位置づけに変更されました。 

陽性者は発症後５日を経過し、かつ、症状軽快後１日を経過するまで出席停止となります。

その際に「罹患届」の提出が必要となります。 

罹患届は、「診断名、診断日、病院名、医師名、薬局名、処方薬等」の記入欄があります。 

必ず保護者の方が記入してください。 

自宅での抗原検査キットで陽性結果だった場合には、一度かかりつけ医に連絡し受診、受診

の必要がないと判断された場合は、その旨を罹患届に記入し提出してください。 

※罹患届は保健室にあります。お子さまを通じてお渡ししています。 

 

★マラソン大会事前健康調査について配付しました。必ず保護者の方が記入してください。マラソン大会は 11/1 です。 


